
四日市市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

平成２８年３月２３日 

四日市市長  田 中 俊 行 

 

四日市市規則第２２号 

四日市市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

四日市市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（平成２０年四日市市規則第２

１号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（勤勉手当に係る勤務期間） （勤勉手当に係る勤務期間） 

第１７条 （略） 第１７条 （略） 

２ 前項の期間の算定については、次に

掲げる期間を除算する。 

２ 前項の期間の算定については、次に

掲げる期間を除算する。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 育児休業法第２条第１項の規定に

より育児休業をしている職員（当該

育児休業の承認に係る期間（当該期

間が２以上あるときは、それぞれの

期間を合算した期間）が１箇月以下

である職員を除く。）として在職し

た期間 

(2) 育児休業法第２条第１項の規定に

より育児休業をしている職員として

在職した期間 

(3)から(10)まで （略） (3)から(10)まで （略） 

  

（勤勉手当の対象期間等） （勤勉手当の対象期間等） 

第１９条 条例第６０条の５第１項に規

定する期間は基準日以前６箇月とす

る。ただし、特に市長が定める場合を

除き、６月１日を基準日として支給す

る勤勉手当については、次の各号に定

第１９条 条例第６０条の５第１項に規

定する期間は基準日以前６箇月とす

る。ただし、特に市長が定める場合を

除き、６月１日を基準日として支給す

る勤勉手当については、次の各号に定



める者（基準日の属する年度の前年度

に次の各号に定める者でない者で、基

準日に次の各号に定める者であるもの

は除く。）に対しては、基準日の前年

の４月１日から基準日までの期間にお

ける勤務成績に応じて支給するものと

する。 

める者（基準日の属する年度の前年度

に次の各号に定める者でない者で、基

準日に次の各号に定める者であるもの

は除く。）に対しては、基準日の前年

の４月１日から基準日までの期間にお

ける勤務成績に応じて支給するものと

する。 

(1) 条例別表第３及び四日市市職員の

初任給、昇格、昇給等の基準に関す

る規則（昭和６２年四日市市規則第

１１号。以下「初任給規則」とい

う。）別表第１（以下この条におい

て「別表」という。）中職務の級の

欄９級に規定する者 

(1) 四日市市職員の初任給、昇格、昇

給等の基準に関する規則（昭和６２

年四日市市規則第１１号）別表第１

級別職務分類表（以下この条におい

て「別表」という。）中職務の級の

欄９級に規定する者 

(2)及び(3) （略） (2)及び(3) （略） 

 

改正後 

別表第１（第５条関係） 

職員 加算割合 

条例別表第３及び初任給規則別表第１に掲げる職務の級９

級に該当する職員 

１００分の２０ 

条例別表第３及び初任給規則別表第１に掲げる職務の級８

級に該当する職員 

１００分の１５ 

条例別表第３及び初任給規則別表第１に掲げる職務の級７

級に該当する職員 

１００分の１５ 

条例別表第３及び初任給規則別表第１に掲げる職務の級６

級に該当する職員 

１００分の１０ 

条例別表第３及び初任給規則別表第１に掲げる職務の級５

級に該当する職員 

１００分の８ 

条例別表第３及び初任給規則別表第１に掲げる職務の級４

級に該当する職員 

１００分の５ 

 



 

 

改正前 

別表第１（第５条関係） 

職員 加算割合 

四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

（昭和６２年四日市市規則第１１号。以下「規則」とい

う。）別表第１に掲げる職務の級９級に該当する職員 

１００分の２０ 

規則別表第１に掲げる職務の級８級に該当する職員 １００分の１５ 

規則別表第１に掲げる職務の級７級に該当する職員 １００分の１５ 

規則別表第１に掲げる職務の級６級に該当する職員 １００分の１０ 

規則別表第１に掲げる職務の級５級に該当する職員 １００分の８ 

規則別表第１に掲げる職務の級４級に該当する職員 １００分の５ 
 

 

 

附 則 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

（総務部人事課） 


